
【新型コロナウイルス感染症に関する悩み・人権相談について】 

 

新型コロナウイルス感染症に関連して、誤った知識や情報により、感染した方や医療

機関関係者等に不当な差別、偏見、いじめ等が行われないように、正確な情報に基づ

いた冷静な行動をお願いします。 

 

 

新型コロナウイルス感染症 誹謗中傷等被害者 相談窓口 

 長野県では、新型コロナウイルス感染症に関連し、誹謗中傷や差別等を受けた被害
者を早急に支援するため、電話相談窓口が設置されました。 

 

名   称  新型コロナ 誹謗中傷等被害相談窓口 

電話番号  ０２６－２３５－７１００ 

受付時間  平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

 


